
３．ＪＡＭ個人生命共済 印鑑証明書の添付が必要な場合、共済金請求書の印鑑は必ず印鑑証明書と同じ印鑑を捺印して下さい。

共済金請求に当たっての添付書類は、「ＪＡＭハート共済・団体共済」の2,3,4に準じます。

加入･増口から2年以内に死亡された場合、所定死亡診断書（添付書類№19）の原本を提出して下さい。

また、加入２年以内の場合は「同意書」（添付書類№9）を提出して下さい。

「説明資料」

1. 組合員が亡くなられたときの手続きについて

組合員が亡くなられたときは、以下の順位により共済金受取人が確定します。

①　組合員の配偶者

②　組合員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた組合員のこども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

③　組合員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた組合員の配偶者のこども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

④　②に該当しない組合員のこども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

⑤　③に該当しない組合員の配偶者のこども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

※上記②と③の場合、「生計を維持していた」ことを証明する書類として別途、下記の書類を提出して下さい。

・組合員と同一の住民票

・扶養関係を明らかにするための公的証明として、下記のいずれかを提出して下さい。

　　健康保険証の写し

　　税務申告書類

　　過去1年分程度の家計簿

　　なお、給付の請求の内容によって、その他複数資料をご相談の上提出していただきます。

(注1)

「 改製前戸籍謄本と は？」

受取人がこども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それぞれの場合の詳細は、下記の通りです。

①　受取人がこどもの場合

　　組合員の出生から現時点までの「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」

②　受取人が父母の場合

　　組合員の出生から現時点までの「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」

　　共済金受取順位の上位者がいないことが確認できる証明書（戸籍謄本）

③　受取人が孫の場合

　　組合員の出生から現時点までと、こどもの出生から現時点までの「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」


　　共済金受取順位の上位者がいないことが確認できる証明書（戸籍謄本）

④　受取人が祖父母の場合

　　組合員の出生から現時点までと、父母の出生から現時点までの「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」


　　共済金受取順位の上位者がいないことが確認できる証明書（戸籍謄本）

⑤　受取人が兄弟姉妹の場合

　　組合員の出生から現時点までと、父母の出生から現時点までの「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」

　　共済金受取順位の上位者がいないことが確認できる証明書（戸籍謄本）

「経過が確認できる戸籍謄本（改製前戸籍謄本を含む）」について

(注2)

(注3)

(注4)

(注5)

(注6)

2. 組合員が重度障害などが原因で、受取人が法律行為が行えない場合の手続きについて

同順位の受取人が複数いて委任状を提出する場合で、①共済金額が200万円以下の場合は、各人の戸籍謄本を提出して下さい。捺印は認印でかまいませ
ん。②共済金額が200万円を超える場合は、各人の戸籍謄本と、印鑑登録証明書の原本と登録した印鑑を捺印して下さい。総額で200万円を超える支払い
となった場合、一人分の受取分が200万円以下の場合でも受取人の印鑑登録証明書は別途提出して下さい。

受取人が未成年者の場合は、後見人（または親権者）より請求を受けることになります。その際、後見人である旨の書類（後見人が記載された未成年者の戸
籍謄本または家庭裁判所の後見人選任の審判書）後見人の印鑑登録証明書（共済金額に関わらず）を提出して下さい。また、共済金支払請求書兼在籍証明書
の共済受取人欄は、未成年者および後見人を連名で記入し、後見人の印鑑登録証明書の印影を押印して下さい。

配偶者は、内縁関係にある者を含みます。但し、組合員または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。その際、各人の戸籍
謄本と同一住所の住民票、ならびに、添付書類№20「受取人の誓約書（内縁の配偶者用）」を提出して下さい。なお、同一住所の住民票で内縁関係（｢未届
けの妻｣等の記載）および同居期間が確認できない場合は、扶養家族であったことの証明書（社会保険等）、その他同居の事実および同居期間を客観的に確
認できる書類を提出し、個別に検討します。

重度障害などが原因で、受取人が「判断能力のない状態」または「意思が確認できない状態」にあるため共済金の請求や受領等の法律行為が行えない場合、
代わって成年後見人が請求の手続きを行います。その際、登記事項証明書（法務局発行）を提出して下さい。また、共済金支払請求書の受取人欄は、受取人
および成年後見人を連名で記入し、成年後見人の印影を押印して下さい。
一方で、成年後見制度の適用（後見開始の審判）を受けていない、または、事情により成年後見制度の適用を受けたくない場合は、ＪＡＭもしくはこくみん
共済 coopにご相談下さい。

受取人が配偶者の場合は、組合員が亡くなられたこと、除籍の記載のある戸籍謄本で受取人を確定できます。しかし、配偶者以外の方が受取人の場合には受
取人を確定するために、改製前戸籍謄本を提出して下さい。

戸籍が改製さ れている場合には、 婚姻等により 新戸籍を編成し たこどもや兄弟姉妹、 改製前に亡く なられている方等は改製後の戸籍謄本( 全部事項証明)
に記載がさ れていません。 し たがいまし て、 改製前の戸籍謄本をご提出いただき、 改製後の戸籍謄本に記載さ れている以外のこども ・ 父母・ 孫・ 祖父母お
よび兄弟姉妹等の有無を確認し て受取人を確定すること になり ます。

改製前戸籍謄本を提出しても、こども･父母･孫･祖父母･兄弟姉妹の有無をすべて確認できない場合があります。婚姻により本籍を変えられているとき、転
居に伴い転籍されたときも確認できない場合があります。そのため、配偶者以外が受取人の場合は、出生から死亡までの、経過が確認できる戸籍謄本を提出
して下さい。
さらに、離婚歴があって他にこどもがいないことを確認するとき、経過が確認できる戸籍謄本を提出して下さい。また、こどもの婚姻によって、提出された
改製前戸籍謄本に記載されていない場合があり、やはり、経過が確認できる戸籍謄本を提出して下さい。

配偶者がいない場合で、同順位の受取人が２人以上いるときは、受取人の中から代表者を一人定め、その方から請求を受けることになります。その際は、代
表者以外の受取人より代表者に対して「共済金の受取りを代表者に委任する」委任状を提出して下さい。委任状が取れない受取人がいた場合は、その受取人
の受取り分の共済金の支払いは保留されます。なお、委任状の印鑑登録証明書は各人提出して下さい。

共済金が100万円を超える場合はマイナンバーの提出が必要です。提出書類につきましてはこくみん共済 coopにお問合わせ下さい。

被　災　の　種　類

⑪

火災による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

落雷および航空機墜落による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

車両の飛び込みによる住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

ガス・薬品の爆発による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

地震・風水雪害による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

水害（床上浸水）による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎

水害（床下浸水）による住宅被害 ○ ○ ○

風水雪害によるカーポート被害 ○ ○ ○ ○

凍結での水管破裂による住宅被害 ○ ○ ○ ○ ○

風呂の空焚き見舞金 ○ ○ ○ ○

上階（他人の戸室）からの漏水による住宅被害 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ②建物の管理者もしくは加害者の証明書

車両の飛び込みによる塀・フェンスの被害 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

不法侵入者による加入住宅内での盗難被害 ○ ○ ○ ○ ○

交通事故による死亡 ○ ○ ○ ○


交通事故による後遺傷害 ○ ○ ○

※

犯罪被害

本人死亡弔慰金 ○ ○ ○

配偶者弔慰金 ○ ○ ○

傷害見舞金（交通事故もしくは不慮の事故による） ○ ○ ○ ⑪もしくは⑫

建物火災による焼死 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

落雷による電化製品の損壊 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

個人賠償

（１）ハート・団体火災共済の被災時は◎が添付書類です。

（２）個人火災共済（自家型）の被災時は◎および○が添付書類です。

２．ＪＡＭ個人火災共済（こくみん共済 coop提携型）

印鑑証明書の添付が必要な場合、共済金請求書の印鑑は必ず印鑑証明書と同じ印鑑を捺印して下さい。

添　付　書　類 備　考

Ｊ
Ａ
Ｍ
共
済
請
求
書

①
罹
災
報
告
書

②
被
災
証
明
書
も
し
く
は
罹
災
証
明
書

③
罹
災
状
況
現
場
写
真

④
地
方
自
治
体
の
罹
災
証
明
書

⑤
交
通
事
故
証
明
書
も
し
く
は
警
察
の
証
明
書

⑥
不
法
侵
入
者
に
よ
る
盗
難
被
害
報
告
書

⑦
落
雷
修
理
費
用
明
細
書

⑧
見
積
書
も
し
く
は
請
求
書

⑨
死
亡
診
断
書
も
し
く
は
死
体
検
案
書

⑩
除
籍
の
記
載
の
あ
る
証
明
書
（

戸
籍
謄
本
）

⑫
労
災
一
時
金
支
給
決
定
通
知

⑬
後
遺
傷
害
診
断
書

障
害
を
証
明
す
る
医
師
の
診
断
書

障
害
等
級
診
断
書
も
し
く
は

⑨もしくは⑩
死亡事実の記載のある住民票も可

●個人火災共済（自家型）の共済金が
1,800万円を超える場合は建物の保存登記
もしくは固定資産評価証明書を添付
●個人火災共済（自家型）で車両の飛び込
みによる住宅被害の場合は交通事故証明書
があれば②被災証明書は省略可

不法侵入者による住宅被害もしくは
門、塀、車庫、物置納屋被害

⑤警察の証明書が発行された場合は⑥
に添付

⑩は加入者および受取人の戸籍謄本
（原本）

⑬は受傷から後遺障害確定に至るまで
の診断書（原本）

但し、自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）で後遺障害等級を認定されている場合は自賠責保険の書類をご添付
いただけます。その場合は所属の地方ＪＡＭへご連絡下さい。必要書類をご案内致します。

事故状況により提出書類が異なります。事故の報告をいただいた後、必要書類を「委託損害保険会社」よりご
案内致します。その書類に必要事項を記入し、所属の地方ＪＡＭへご提出下さい。

●⑩は被災者と共済金受取人の関係が
分かる証明書（戸籍謄本）
●個人火災共済（自家型）で請求の場
合は②⑨⑩を添付

●①罹災報告書の住宅間取図の記入は不要
●⑧は請求書か領収書
●個人火災共済（自家型）で請求の場合は
⑦落雷修理費用明細書があれば
②被災証明書は省略可

事故状況により提出書類が異なります。事故の報告をいただいた後、必要書類を「委託損害保険会社」
よりご案内致します。

（３）ハート・団体火災共済、個人火災共済（自家型）の請求書についてはそれぞれ必要となります。
　　　但し、添付書類については共通で使用しますので2部の提出は不要です。

火災等住宅災害の連絡をしますと、こくみん共済 coop担当者が加入者の立ち会いのもとに現場調査を致します。その後、こくみん共済 coopより必
要書類の一覧表が示されますので、その書類に必要事項を記入して提出して下さい。
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